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以 上 

 

本メルマガは山下税理士に日常業務の中から「間違いやすい・見落としがちな」税務のチェックポイントをＱ&Ａ形式で

ご寄稿頂いたものになります。ぜひご参考になさってください。 

『質問』 

適格株式交換における定役員継続要件の該当性の有無について 

≪内容≫ 

顧問先のA社は、B社との間でＡ社を株式交換完全子法人とする株式交換を行うことを検討し

ており、次の定時株主総会決議において、株式交換契約の承認を受けることを予定しています。 

ところで、Ａ社では、取締役の任期を2年とすることを定款で定め、また、原則として、専務

取締役の再任はしないことを取り決めています。Ａ社の専務取締役である甲氏は、任期満了に

伴い次の定時株主総会の終結の時をもって退任する見込みです。 

この場合、支配関係のない法人間で行われる株式交換については、法人税法第2条第12号の16

ハに規定する共同で事業を営むための株式交換の要件（以下「共同事業要件」といいます。）

のうちの特定役員継続要件を満たさないこととなるのでしょうか。 

『答』 

 ご質問のケースにおける株式交換については、特定役員継続要件を満たすものと考えられます。 

 

（解説） 

１ 株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に支配関係がない場合

には、共同事業要件を満たせば、適格株式交換に該当することとなります。 

この共同事業要件には、次のような事業規模要件又は特定役員継続要件があり、このうちのい

ずれかを満たすことが必要となります（法法2十二の十六ハ、法令4の3⑯二）。 

（イ） 株式交換完全子法人の子法人事業と株式交換完全親法人の親法人事業のそれぞれの売

上金額、従業者の数又はこれらに準ずるものの規模の割合が、おおむね5倍を超えないこと（事

業規模要件）。  

（ロ） 株式交換前の株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴って退任

（株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除きます。）をするものでないこと（特

定役員継続要件）。 
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２ このうちの特定役員継続要件とは、当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員

のいずれかが当該株式交換に伴って退任（当該株式交換に係る株式交換完全親法人の役員への

就任に伴う退任等を除きます。）をするものでないことと規定されています（法令4の3⑯二）。

この特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役

又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいいます（法令4の3④二）。 

３ ご質問のケースのように、株主総会決議によって株式交換契約の承認を受ける場合で、た

またまＡ社の株主総会の終結をもって任期満了となる特定役員が退任したとしても、この退任

は、当該株式交換に伴ってする退任とは言えないものと考えられます。 

したがって、他に当該株式交換に伴って退任する特定役員がない場合には、当該株式交換は、

特定役員継続要件を満たすものと考えられます。 

ただし、例えば、その特定役員の再任をしないことが株式交換を実行するための条件とされて

いるような場合には、当該特定役員は、当該株式交換に伴って退任するものと考えられます。

このような場合には、特定役員継続要件を満たさないものと考えられます。 

 

※なお、税務のチェックポイントＱ＆Ａに関するご質問は受付しておりません。 

予めご了承ください。 
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著作権者の承諾なしにコンテンツを複製、他の電子メディアや印刷物などに再利用(転用)することは、著
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